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へき 地等において特例的に医師が常駐し ないオンラ イ ン診療のための 

診療所の開設について 

 

 

 

規制改革実施計画（ 令和４ 年６ 月７ 日閣議決定） において、デジタ ルデバイ ス

に明る く ない者等の医療の確保の観点から 、 オン ラ イ ン 診療を 受診する こ と が

可能な場所や条件について、 課題を整理・ 検討し 、結論を得る と さ れたこ と を 踏

ま え、今般、下記の通り 整理いたし ま し たので、下記の内容について御了知の上、

管内の医療機関に対し 、周知徹底を 図る と と も に、その運用に遺漏なき よ う お願

いいたし ま す。  

 

 

記 

 

１ ．規制改革実施計画において、デジタ ルデバイ ス に明る く ない者等の医療の確

保の観点から 、 オンラ イ ン診療を 受診する こ と が可能な場所や条件について

課題を整理・ 検討し 、結論を 得る と さ れたこ と を 踏ま え、 医療資源が限ら れて

おり 、 受診機会が十分に確保さ れていない場合がある 、 へき 地等（ ※）（ 以下

同じ 。） において、 特例的に、 医師が常駐し ないオンラ イ ン診療のための診療

所の開設を 認める こ と と する 。  

なお、 こ の場合においても 、 当該診療所の管理者は、 当該診療所のス タ ッ フ

と 常時連絡を 取れる 体制を確保する 等、 医療法（ 昭和 23 年法律第 205 号） に



規定する 管理者と し ての責務を 確実に果たすこ と ができ る よ う にする こ と が

必要である 。  

ま た、 こ の場合において、 医療法第７ 条第１ 項又は同法第８ 条に規定する 診療

所の開設の申請等を受けた都道府県知事（ 当該診療所の開設地が保健所を 設置

する 市又は特別区の区域にある 場合においては、 当該保健所を 設置する 市の市

長又は特別区の区長。 以下同じ 。） は、 当該診療所について「 オンラ イ ン診療

の適切な実施に関する 指針」（ 平成 30 年３ 月（ 令和５ 年３ 月最終改正）。 以下

「 指針」 と いう 。） を遵守可能な体制が整っている こ と （ 以下（ ２ ） において

同じ 。） を実地調査も 通じ て確認する と と も に、 当該診療所の管理者に対し て

別添のチェ ッ ク シート 及び急変時の対応について事前に合意し た対面で対応可

能な医療機関名（ 当該診療所の管理者が所属する 医療機関が急変時に自ら 対面

で対応を行う 場合は当該医療機関名） の提出を 求める こ と 。 その上で、 急変時

の対応を確実なも のと する ため、 医師が常駐し ないオンラ イ ン診療のための診

療所の管理者が所属する 医療機関については、 当該医療機関が自ら 急変時に対

面で対応を 行う 場合を 除き 、 こ う し た急変時の対応について合意し た医療機関

と 連携可能な地域の医療機関と する こ と 。  

ま た、 地域医療に与える 影響やその可能性について、 地域医師会等、 診療に関

する 学識経験者の団体等と 連携し て把握する こ と 。  

さ ら に、 概ね１ 年毎に、 指針を 遵守可能な体制を 整えている か確認する と と

も に、 オンラ イ ン診療の実施件数について報告を求め、 地域医療に与える 影響

やその可能性について、 地域医師会等、 診療に関する 学識経験者の団体等と 連

携し て把握する こ と 。  

 

※ 無医地区、 準無医地区、 離島振興法（ 昭和 28 年法律第 72 号） 第２ 条第   

１ 項の規定によ り 離島振興対策実施地域と し て指定さ れた「 離島の地域」、

奄美群島振興開発特別措置法（ 昭和 29 年法律第 189 号） 第１ 条に規定する

「 奄美群島（ 鹿児島県奄美市及び大島郡の区域）」、 小笠原諸島振興開発特別

措置法（ 昭和 44 年法律第 79 号） 第４ 条第１ 項に規定する 「 小笠原諸島」、

沖縄振興特別措置法（ 平成 14 年法律第 14 号） 第３ 条第３ 号に規定する「 離

島」 のほか、 準無医地区と 同程度に医療の確保が必要な地区（ 注１ ）。  

 

（ 注１ ） 準無医地区と 同程度に医療の確保が必要な地区 

・ 中心的な場所を起点と し て半径４ ㎞の地区内の人口が５ ０ 人未満で、 か 

つ、 山、 谷、 海など で断絶さ れている  

・ 中心的な場所を 起点と し て半径４ ㎞の地区内に医療機関はある が診療日

数が少ないか（ 概ね３ 日以下） 又は診療時間が短い（ 概ね４ 時間以下） 



・ 地区の住民が医療機関ま で行く ために利用する こ と ができ る 定期交通機

関があり 、 かつ、 １ 日４ 往復以上あり 、 ま た、 所要時間が１ 時間未満で

ある が、 運行し ている 時間帯が朝夕に集中し ている  

・ 豪雪地帯等において冬期間は定期交通機関が運行さ れない、 又は極端に

運行数が少なく なる  

ため、 医師が常駐し ないオンラ イ ン診療のための診療所を 開設する 必要

がある と 都道府県知事が認めた地区。  

 

（ 注２ ） へき 地等は、 医療資源が限ら れており 、 受診機会が十分に確保さ れてい

ない場合がある こ と に鑑みた特例である ため、当該診療所の開設場所は、へき

地等の地区における 中心と なる 場所等こ の特例の趣旨を 踏ま えた場所と する

こ と 。  

 

２ ． へき 地等において、 オンラ イ ン診療が病院又は診療所（ 以下「 医療機関」 と

いう 。） の事業と し て行われる 場合であって、 定期的に反覆継続（ おおむね毎

週２ 回以上と する 。） し て行われる こ と のない場合又は一定の地点において継

続（ おおむね３ 日以上と する 。） し て行われる こ と のない場合については、「 巡

回診療の医療法上の取り 扱いについて」（ 昭和 37 年６ 月 20 日付け医政発第

554 号厚生省医務局長通知。） に準じ て、 新たに診療所開設の手続を 要し ない

も のと する が、 当該通知中第二の二（ 一） ～（ 四） の手続を遵守する 必要があ

る こ と 。  

こ の場合において、 実施計画の提出を 受けた、 都道府県知事は、 指針を 遵守

可能な体制が整っ ている こ と を 実地調査も 通じ て確認する と と も に、当該医療

機関の管理者に対し て別添のチェ ッ ク シート 及び急変時の対応について事前

に合意し た対面で対応可能な医療機関名（ オンラ イ ン診療を実施すする 医療機

関が急変時に自ら 対面で対応を 行う 場合は当該医療機関名）の提出を 求める こ

と 。 その上で、 急変時の対応を 確実なも のと する ため、 オンラ イ ン診療を 実施

する 医療機関については、当該医療機関が自ら 急変時に対面で対応を 行う 場合

を 除き 、こ う し た急変時の対応について合意し た医療機関と 連携可能な地域の

医療機関と する こ と 。 ま た、 地域医療に与える 影響やその可能性について、 地

域医師会等、 診療に関する 学識経験者の団体等と 連携し て把握する こ と 。  

さ ら に、概ね１ 年毎に、指針を 遵守可能な体制を 整えている か確認する と と

も に、オンラ イ ン診療の実施件数について報告を求め、地域医療に与える 影響

やその可能性について、地域医師会等、診療に関する 学識経験者の団体等と 連

携し て把握する こ と 。  

以上 



別添 

 

オンラ イ ン診療の適切な実施に関する 指針 チェ ッ ク リ ス ト  

 

    年  月   日 

医療機関名          

急変時の対応について事前に合意し た対面で対応が可能な医療機関名           

 

１ ． オンラ イ ン診療の提供に関する 事項 

( 1)  医師－患者関係／患者合意 

ⅰ オンラ イ ン診療を実施する 際は、 オンラ イ ン診療を実施する 旨について、 医師

と 患者と の間で合意がある 場合に行う こ と 。  

□ 

ⅱ ⅰの合意を行う に当たっては、 医師は、 患者がオンラ イ ン診療を希望する 旨を

明示的に確認する こ と 。 なお、 オンラ イ ン受診勧奨については、 患者から の連

絡に応じ て実施する 場合には、 患者側の意思が明白である ため、 当該確認は必

要ではない。  

□ 

ⅲ オンラ イ ン診療を実施する 都度、 医師が医学的な観点から 実施の可否を判断

し 、 オンラ イ ン診療を行う こ と が適切でないと 判断し た場合はオンラ イ ン診療

を中止し 、 速やかに適切な対面診療につなげる こ と 。  

□ 

ⅳ 医師は、 患者のⅰの合意を得る に先立ち、 患者に対し て以下の事項について説

明を行う こ と 。 なお、 緊急時にやむを得ずオンラ イ ン診療を実施する 場合であ

って、 ただちに説明等を行う こ と ができ ないと き は、 説明可能と なった時点に

おいて速やかに説明を行う こ と 。  

・  触診等を行う こ と ができ ない等の理由によ り 、 オンラ イ ン診療で得ら れる 情報

は限ら れている こ と から 、 対面診療を組み合わせる 必要がある こ と  

・  オンラ イ ン診療を実施する 都度、 医師がオンラ イ ン診療の実施の可否を判断す

る こ と  

・  ( 3) に示す「 診療計画」 に含ま れる 事項 

□ 

( 2)  適用対象 

ⅰ 直接の対面診察と 同等でないにし ても 、 こ れに代替し 得る 程度の患者の心身の

状態に関する 有用な情報を、 オンラ イ ン診療によ り 得る こ と 。  

□ 

ⅱ オンラ イ ン診療の実施の可否の判断については、 安全にオンラ イ ン診療が行え

る こ と を確認し ておく こ と が必要である こ と から 、 オンラ イ ン診療が困難な症

状と し て、 一般社団法人日本医学会連合が作成し た「 オンラ イ ン診療の初診に

適さ ない症状」 等を踏ま えて医師が判断し 、 オンラ イ ン診療が適さ ない場合に

は対面診療を実施する ( 対面診療が可能な医療機関を紹介する 場合も 含む。 ) こ

□ 



と 。 なお、 緊急性が高い症状の場合は速やかに対面受診を促すこ と に留意す

る 。  

ⅲ 初診から のオンラ イ ン診療は、 原則と し て「 かかり つけの医師」 が行う こ と 。

ただし 、 既往歴、 服薬歴、 アレルギー歴等の他、 症状から 勘案し て問診及び視

診を補完する のに必要な医学的情報を過去の診療録、 診療情報提供書、 健康診

断の結果、 地域医療情報ネッ ト ワ ーク 、 お薬手帳、 Personal  Heal t h Record

（ 以下「 PHR」 と いう 。） 等から 把握でき 、 患者の症状と 合わせて医師が可能と

判断し た場合にも 実施でき る （ 後者の場合、 事前に得た情報を診療録に記載す

る 必要がある 。）。  

□ 

ⅳ ⅲ以外の場合と し て「 かかり つけの医師」 以外の医師が診療前相談を行った上

で初診から のオンラ イ ン診療を行う のは、  

・「 かかり つけの医師」 がオンラ イ ン診療を行っていない場合や、 休日夜間等で、

「 かかり つけの医師」 がオンラ イ ン診療に対応でき ない場合 

・ 患者に「 かかり つけの医師」 がいない場合 

・「 かかり つけの医師」 がオンラ イ ン診療に対応し ている 専門的な医療等を提供す

る 医療機関に紹介する 場合（ 必要な連携を行っている 場合、 D t o P wi t h D の

場合を含む。） や、 セカンド オピニオンのために受診する 場合が想定さ れる 。 そ

の際、 オンラ イ ン診療の実施後、 対面診療につなげら れる よ う にし ておく こ と

が、 安全性が担保さ れたオンラ イ ン診療が実施でき る 体制と し て求めら れる 。  

□ 

ⅴ 診療前相談によ り 対面受診が必要と 判断し た場合であって、 対面診療を行う の

が他院である 場合は、 診療前相談で得た情報について必要に応じ て適切に情報

提供を行う こ と 。  

□ 

ⅵ 診療前相談を行う にあたっては、 結果と し てオンラ イ ン診療が行えない可能性

がある こ と や、 診療前相談の費用等について医療機関のホームページ等で示す

ほか、 あら かじ め患者に十分周知する こ と が必要である 。  

□ 

ⅶ 急病急変患者については、 原則と し て直接の対面によ る 診療を行う こ と 。 な

お、 急病急変患者であっても 、 直接の対面によ る 診療を行った後、 患者の容態

が安定し た段階に至った際は、 オンラ イ ン診療の適用を検討し ても よ い。  

□ 

ⅷ 在宅診療において在宅療養支援診療所が連携し て地域で対応する 仕組みが構築

さ れている 場合や複数の診療科の医師がチームで診療を行う 場合などにおい

て、 特定の複数医師が関与する こ と について「 診療計画」 で明示し ており 、 い

ずれかの医師が直接の対面診療を行っている 場合は、 全ての医師について直接

の対面診療が行われていなく と も 、 こ れら の医師が交代でオンラ イ ン診療を行

う こ と と し て差し 支えない。 ただし 、 交代でオンラ イ ン診療を行う 場合は、「 診

療計画」 に医師名を記載する こ と 。 ま た、 オンラ イ ン診療を行う 予定であった

医師の病欠、 勤務の変更などによ り 、「 診療計画」 において予定さ れていない代

□ 



診医がオンラ イ ン診療を行わなければなら ない場合は、 患者の同意を得た上

で、 診療録記載を含む十分な引継ぎを行っていれば、 実施する こ と と し て差し

支えない。 加えて、 主に健康な人を対象にし た診療であり 、 対面診療において

も 一般的に同一医師が行う 必要性が低いと 認識さ れている 診療を行う 場合など

においても 、「 診療計画」 での明示など同様の要件の下、 特定の複数医師が交代

でオンラ イ ン診療を行う こ と が認めら れる 。  

ⅸ オンラ イ ン診療においては、 初診は「 かかり つけの医師」 が行う こ と 、 直接の

対面診療を組み合わせる こ と が原則である が、 以下の診療については、 それぞ

れに記載する 例外的な対応が許容さ れ得る 。  

・  禁煙外来については、 定期的な健康診断等が行われる 等によ り 疾病を見落と す

リ ス ク が排除さ れている 場合であって、 治療によ る リ スク が極めて低いも のと

し て、 患者側の利益と 不利益を十分に勘案し た上で、 直接の対面診療を組み合

わせないオンラ イ ン診療を行う こ と が許容さ れ得る 。  

・  緊急避妊に係る 診療については、 緊急避妊を要する が対面診療が可能な医療機

関等に係る 適切な情報を有し ない女性に対し 、 女性の健康に関する 相談窓口等

（ 女性健康支援センタ ー、 婦人相談所、 性犯罪・ 性暴力被害者のためのワ ンス

ト ッ プ支援センタ ーを含む。） において、 対面診療が可能な医療機関のリ ス ト 等

を用いて受診可能な医療機関を紹介する こ と と し 、 その上で直接の対面診療を

受診する こ と と する 。 例外と し て、 地理的要因がある 場合、 女性の健康に関す

る 相談窓口等に所属する 又はこ う し た相談窓口等と 連携し ている 医師が女性の

心理的な状態にかんがみて対面診療が困難である と 判断し た場合においては、

産婦人科医又は厚生労働省が指定する 研修を受講し た師が、 初診から オンラ イ

ン診療を行う こ と は許容さ れ得る 。 ただし 、 初診から オンラ イ ン診療を行う 医

師は一錠のみの院外処方を行う こ と と し 、 受診し た女性は薬局において研修を

受けた薬剤師によ る 調剤を受け、 薬剤師の面前で内服する こ と と する 。 その

際、 医師と 薬剤師はよ り 確実な避妊法について適切に説明を行う こ と 。 加え

て、 内服し た女性が避妊の成否等を確認でき る よ う 、 産婦人科医によ る 直接の

対面診療を約三週間後に受診する こ と を確実に担保する こ と によ り 、 初診から

オンラ イ ン診療を行う 医師は確実なフ ォ ロ ーアッ プを行う こ と と する 。  

□ 

( 3)  診療計画 

ⅰ 医師は、 オンラ イ ン診療を行う 前に、 患者の心身の状態について、 直接の対面

診療によ り 十分な医学的評価（ 診断等） を行い、 その評価に基づいて、 次の事

項を含む「 診療計画」 を定め、 ２ 年間は保存する こ と 。  

・  オンラ イ ン診療で行う 具体的な診療内容（ 疾病名、 治療内容等）  

・  オンラ イ ン診療と 直接の対面診療、 検査の組み合わせに関する 事項（ 頻度やタ

イ ミ ング等）  

□ 



・  診療時間に関する 事項（ 予約制等）  

・  オンラ イ ン診療の方法（ 使用する 情報通信機器等）  

・  オンラ イ ン診療を行わないと 判断する 条件と 、 条件に該当し た場合に直接の対

面診療に切り 替える 旨（ 情報通信環境の障害等によ り オンラ イ ン診療を行う こ

と ができ なく なる 場合を含む。）  

・  触診等ができ ないこ と 等によ り 得ら れる 情報が限ら れる こ と を踏ま え、 患者が

診察に対し 積極的に協力する 必要がある 旨 

・  急病急変時の対応方針（ 自ら が対応でき ない疾患等の場合は、 対応でき る 医療

機関の明示）  

・  複数の医師がオンラ イ ン診療を実施する 予定がある 場合は、 その医師の氏名及

びどのよ う な場合にどの医師がオンラ イ ン診療を行う かの明示 

・  情報漏洩等のリ ス ク を踏ま えて、 セキュ リ ティ リ ス ク に関する 責任の範囲（ 責

任分界点） 及びそのと ぎれがないこ と 等の明示 

ⅱ ⅰに関わら ず、 初診から のオンラ イ ン診療を行う 場合については、 診察の後に

その後の方針（ 例えば、 次回の診察の日時及び方法並びに症状の増悪があった

場合の対面診療の受診先等） を患者に説明する 。  

□ 

ⅲ オンラ イ ン診療において、 映像や音声等を、 医師側又は患者側端末に保存する

場合には、 それら の情報が診療以外の目的に使用さ れ、 患者又は医師が不利益

を被る こ と を防ぐ 観点から 、 事前に医師－患者間で、 映像や音声等の保存の要

否や保存端末等の取り 決めを明確にし 、 双方で合意し ておく こ と 。 なお、 医療

情報の保存については、 Ⅴ２ ( 5) を参照する こ と 。  

□ 

ⅳ オンラ イ ン診療を行う 疾病について急変が想定さ れ、 かつ急変時には他の医療

機関に入院が必要になる など、 オンラ イ ン診療を実施する 医師自ら が対応でき

ないこ と が想定さ れる 場合、 そのよ う な急変に対応でき る 医療機関に対し て当

該患者の診療録等必要な医療情報が事前に伝達さ れる よ う 、 患者の心身の状態

に関する 情報提供を定期的に行う など 、 適切な体制を整えておかなければなら

ない。 なお、 離島など、 急変時の対応を速やかに行う こ と が困難と なる と 想定

さ れる 場合については、 急変時の対応について、 事前に関係医療機関と の合意

を行っておく べき である 。  

□ 

( 4)  本人確認 

ⅰ 緊急時などに医師、 患者が身分確認書類を保持し ていない等のやむを得ない事

情がある 場合を除き 、 原則と し て、 医師と 患者双方が身分確認書類を用いてお

互いに本人である こ と の確認を行う こ と 。 ただし 、 かかり つけの医師がオンラ

イ ン診療を行う 場合等、 社会通念上、 当然に医師、 患者本人である と 認識でき

る 状況であった場合には、 診療の都度本人確認を行う 必要はない。  

□ 

ⅱ 初診でオンラ イ ン診療を実施する 場合、 当該患者の本人確認は、 原則と し て、 □ 



顔写真付き の身分証明書（ マイ ナンバーカード 、 運転免許証、 パス ポート 等）

で行う か、 顔写真付き の身分証明書を有し ない場合は、 ２ 種類以上の身分証明

書を用いる 、 ある いは１ 種類の身分証明書し か使用でき ない場合には、 当該身

分証明書の厚みその他の特徴を十分に確認し た上で、 患者本人の確認のための

適切な質問や全身観察等を組み合わせて、 本人確認を行う 。  

ⅲ 医師の本人証明の方法と し て、 なり すま し 防止のために、 社会通念上、 当然に

医師本人である と 認識でき る 場合を除き 、 原則と し て、 顔写真付き の身分証明

書（ HPKI カード 、 マイ ナンバーカード 、 運転免許証、 パス ポート 等） を用いて

医師本人の氏名を示すこ と 。 なお、 身分証明書の提示は医師の氏名の確認が目

的であり 、 医籍登録番号、 マイ ナンバー、 運転免許証番号、 パス ポート 番号、

住所、 本籍等に係る 情報を提示する こ と を要する も のではない。  

□ 

ⅳ 「 医籍登録年」 を伝える （ 医師免許証を用いる こ と が望ま し い。） など、 医師

が医師の資格を保有し ている こ と を患者が確認でき る 環境を整えておく こ と 。

ま た、 必要に応じ て、 厚生労働省の「 医師等資格確認検索」（ 氏名、 性別、 医籍

登録年） を用いて医師の資格確認が可能である 旨を示すこ と 。 ただし 、 初診を

直接の対面診療で行った際に、 社会通念上、 当然に医師である と 認識でき る 状

況であった場合、 その後に実施する オンラ イ ン診療においては、 患者から の求

めがある 場合を除き 、 医師である 旨の証明をする 必要はない。  

□ 

( 5)  薬剤処方・ 管理 

ⅰ 現にオンラ イ ン診療を行っている 疾患の延長と さ れる 症状に対応する ために必

要な医薬品については、 医師の判断によ り 、 オンラ イ ン診療によ る 処方を可能

と する 。 患者の心身の状態の十分な評価を行う ため、 初診から のオンラ イ ン診

療の場合及び新たな疾患に対し て医薬品の処方を行う 場合は、 一般社団法人日

本医学会連合が作成し た「 オンラ イ ン診療の初診での投与について十分な検討

が必要な薬剤」 等の関係学会が定める 診療ガイ ド ラ イ ンを参考に行う こ と 。 た

だし 、 初診の場合には以下の処方は行わないこ と 。  

・ 麻薬及び向精神薬の処方 

・ 基礎疾患等の情報が把握でき ていない患者に対する 、 特に安全管理が必要な薬

品（ 診療報酬における 薬剤管理指導料の「 １ 」 の対象と なる 薬剤） の処方 

・ 基礎疾患等の情報が把握でき ていない患者に対する ８ 日分以上の処方ま た、 重

篤な副作用が発現する おそれのある 医薬品の処方は特に慎重に行う と と も に、

処方後の患者の服薬状況の把握に努める など、 そのリ スク 管理に最大限努めな

ければなら ない。  

□ 

ⅱ 医師は、 患者に対し 、 現在服薬し ている 医薬品を確認し なければなら ない。 こ

の場合、 患者は医師に対し 正確な申告を行う べき である 。  

□ 

( 6)  診察方法 



ⅰ 医師がオンラ イ ン診療を行っている 間、 患者の状態について十分に必要な情報

が得ら れている と 判断でき ない場合には、 速やかにオンラ イ ン診療を中止し 、

直接の対面診療を行う こ と 。  

□ 

ⅱ オンラ イ ン診療では、 可能な限り 多く の診療情報を得る ために、 リ アルタ イ ム

の視覚及び聴覚の情報を含む情報通信手段を採用する こ と 。 直接の対面診療に

代替し 得る 程度の患者の心身の状況に関する 有用な情報が得ら れる 場合には補

助的な手段と し て、 画像や文字等によ る 情報のやり と り を活用する こ と は妨げ

ない。 ただし 、 オンラ イ ン診療は、 文字、 写真及び録画動画のみのやり と り で

完結し てはなら ない。 なお、 オンラ イ ン診療の間などに、 文字等によ り 患者の

病状の変化に直接関わら ないこ と についてコ ミ ュ ニケーショ ンを行う に当たっ

ては、 リ アルタ イ ムの視覚及び聴覚の情報を伴わないチャ ッ ト 機能（ 文字、 写

真、 録画動画等によ る 情報のやり と り を行う も の） が活用さ れ得る 。 こ の際、

オンラ イ ン診療と 区別する ため、 あら かじ めチャ ッ ト 機能を活用し て伝達し 合

う 事項・ 範囲を決めておく べき である 。  

□ 

ⅲ オンラ イ ン診療において、 医師は、 情報通信機器を介し て、 同時に複数の患者

の診療を行ってはなら ない。  

□ 

ⅳ 医師の他に医療従事者等が同席する 場合は、 その都度患者に説明を行い、 患者

の同意を得る こ と 。  

□ 

２ ． オンラ イ ン診療の提供体制に関する 事項 

( 1)  医師の所在 

ⅰ オンラ イ ン診療を行う 医師は、 医療機関に所属し 、 その所属及び当該医療機関

の問い合わせ先を明ら かにし ている こ と 。  

□ 

ⅱ 患者の急病急変時に適切に対応する ため、 患者が速やかにアク セス でき る 医療

機関において直接の対面診療を行える 体制を整えておく こ と 。  

□ 

ⅲ 医師は、 騒音によ り 音声が聞き 取れない、 ネッ ト ワ ーク が不安定であり 動画が

途切れる 等、 オンラ イ ン診療を行う に当たり 適切な判断を害する 場所でオンラ

イ ン診療を行ってはなら ない。  

□ 

ⅳ オンラ イ ン診療を行う 際は、 診療録等、 過去の患者の状態を把握し ながら 診療

する こ と 等によ り 、 医療機関に居る 場合と 同等程度に患者の心身の状態に関す

る 情報を得ら れる 体制を整えなければなら ない。 ただし 、 緊急やむを得ない場

合には、 こ の限り でない。  

□ 

ⅴ 第三者に患者の心身の状態に関する 情報の伝わる こ と のないよ う 、 医師は物理

的に外部から 隔離さ れる 空間においてオンラ イ ン診療を行わなければなら な

い。  

□ 

ⅵ オンラ イ ン診療を実施する 医療機関は、 ホームページや院内掲示等において、

本指針を遵守し た上でオンラ イ ン診療を実施し ている 旨を公表する も のと す

□ 



る 。  

( 2)  患者の所在 

ⅰ 患者がオンラ イ ン診療を受ける 場所は、 対面診療が行われる 場合と 同程度に、

清潔かつ安全でなければなら ない。  

□ 

ⅱ プラ イ バシーが保たれる よ う 、 患者が物理的に外部から 隔離さ れる 空間におい

てオンラ イ ン診療が行わなければなら ない。  

□ 

 


